
中津川市専用水道事務取扱要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）、水道法施行令
（昭和３２年政令第３３６号。以下「令」という。）及び水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４

５号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、専用水道事務の取扱いに関し必要な事

項を定めるものとする。

（確認を要する工事）

第２条　法第３２条に規定する市長の確認を受けなければならない専用水道の布設工事は、次に
掲げるものとする。

（１）　専用水道施設の新設の工事

（２）　令第３条に規定する水道施設の増設又は改造の工事

（専用水道布設工事設計の確認申請等）

第３条　法第３３条第１項の規定により、専用水道の布設工事を行う者は、専用水道布設工事申
請書（様式第１号）に省令第３３条に規定する書類等を添付して、市長に申請しなければなら

ない。

２　法第３３条第５項の規定により、市長は申請書の内容を審査し、必要に応じ調査を行い、法

第５条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認

通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとし、不適合であるとき又は適合するか

しないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合・確認不能通知書

（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。

（専用水道給水開始の届出）

第４条　法第３４条第１項において準用する法第１３条第１項の規定により、専用水道を使用して
給水を開始しようとするときは、給水開始前届（様式第４号）によりあらかじめ市長に届け

出なければならない。

（水道技術管理者選任・変更届）

第５条　法第３４条第１項において準用する法第１９条第１項の規定により、専用水道の設置者
は、水道技術管理者を選任し、又は変更したときは、水道技術管理者選任（変更）届（様式

第５号）により市長に届け出なければならない。

（業務の委託）

第６条　法第３４条第１項において準用する法第２４条の３第２項の規定により、専用水道の設置
者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したときは、委託水道業務届

（様式第６号）に必要書類を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

（申請内容の変更）

第７条　法第３３条第３項の規定により、第３条に係る申請書の記載事項に変更が生じたとき
は、速やかに専用水道布設工事申請書記載事項変更届（様式第７号）により市長に届け出な

ければならない。

（専用水道の廃止）

第８条　専用水道の設置者は、専用水道を廃止しようとするときは、専用水道廃止届（様式第
８号）に必要書類を添付して、あらかじめ市長に届け出なければならない。

（立入検査及び通知）

第９条　市長は、職員に法第３９条第２項の規定により立入検査を実施させたときは、その検査
結果を立入検査結果等通知書（様式第９号）により設置者に通知するものとする。

（改善の指示等）
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第１０条　市長は、法第３６条の規定により改善等を行うべき旨を指示しようとするときは、専用
水道の設置者に弁明の機会を与え、その改善等に必要な期間を設けるものとする。

２　専用水道の設置者は、法第３６条に規定する指示等を受けたときは当該事項についての改善

実施計画書（様式第１０号）を指定の日までに市長に提出し、改善が完了した時は改善完了報

告書（様式第１１号）を改善が完了した日から３０日以内に市長に提出しなければならない。

（給水停止命令）

第１１条　市長は、専用水道の設置者が改善の指示に従わず、かつ、給水を継続させることが当
該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第３７条の規定により、その指示に係る

事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。設

置者が、水道技術管理者の変更勧告に従わず、かつ、給水を継続させることが当該水道の利

用者の利益を阻害すると認めるときも同様とする。

２　市長は、前項の規定により給水の停止を命じようとするときは、専用水道の設置者に弁明

の機会を与え、給水の停止を命じるときは、給水停止命令書（様式第１２号）により、設置者

に通知するものとする。

　　附則

この要綱は平成２６年１０月１日から施行する。
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様式第１号第３条関係
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様式第２号第３条関係
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様式第３号第３条関係
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様式第４号第４条関係
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様式第５号第５条関係
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様式第６号第６条関係
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様式第７号第７条関係
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様式第８号第８条関係
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様式第９号第９条関係
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様式第１０号第１０条関係
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様式第１１号第１０条関係
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様式第１２号第１１条関係
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